
　　平成２７年５月７日（木）午後２時　玉名市役所４階 会議室
　に招集した。

１．本日の出席委員は、次のとおりである。

１番  東　  令佐 ２番　取本　一則 ３番　清田　順次 ４番　西川　英文

５番　井上　清晴 ６番　鶴田　克士 ７番　永田　知博 ８番　松本　恒幸

９番　荒木ひろ子 10番　坂本　誠二 11番　竹下　宏介 12番　坂西　孝之

13番　本田多美子 14番　森川　正志 15番　丸山　近信 16番  田辺　信之

17番　鍬本　勝利 18番　荒木まつ子 19番　大野　金生 20番　福田　友明

21番  田上  　一 22番　小路　修三 23番  德井　勝美 24番　田上　  均

25番　杉本　征子 26番　小島　昌文 27番　植田　勇一 28番　植田　英男

29番　三川　  了 30番　田上　輝行 31番　米野　旨雄 32番　松本　哲海

34番  堀田　昌子 35番　谷川　文武 36番  岩永　幹生 37番　池本　信秋

38番　小田　　募

33番　生田三之利

１．傍聴者数は、次のとおりである。

   ０ 名

１．説明のために出席した職員は、次のとおりである。

局長　福田  高広 次長　二階堂　正一郎

係長　上村　健也 参事　西山　美和 主査　田川　由香 主事 野村 由香

１．議事参与が制限された委員数は、次のとおりである。

   ０ 名

議　題

第　２７号農地の所有権移転許可申請について（３条許可分）

第　２８号農地の賃貸借権設定許可申請について（３条許可分）

第　２９号農地の使用貸借権設定許可申請について（３条許可分）

第　３０号事業計画変更承認申請について(５条許可後)

第　３１号農地の転用許可申請について（５条許可分）

第　３２号農用地利用集積計画の決定について

報　告

第　１２号農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について（１８条）

平成２７年第６回玉名市農業委員会総会議事録

１．本日の欠席委員は、次のとおりである。
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１．開 会 

○事務局長（福田高広君） 皆さんこんにちは。定刻となりましたので、ただいまから

開会いたしたいと思います。 

 現在の委員は、３８名中、本日、生田三之利委員より欠席の届けがあっておりま

すので、３７名のご出席でございます。 

 玉名市農業委員会会議規則第６条の規定によりまして、会議は成立しております

ので、ただいまから、平成２７年第６回玉名市農業委員会総会を開会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

２．会長挨拶 

○事務局長（福田高広君） まず、東会長よりご挨拶をいただきまして、引き続き、会

議規則第４条により議長をお願いし、進行をお願いいたしたいと思います。 

○会長（東 令佐君） 大変失礼しました。それでは、早速ではありますが、議事に入

りたいと思います。 

本日の議案は、議第２７号より議第３２号までの１０３件と、報告第１２号の

３６件が提案されています。慎重なる審議、よろしくお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

３．議事録署名委員指名 

○会長（東 令佐君） 本日の議事録の署名委員は、４番、西川委員と５番、井上委員

にお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

４．議 事 

○議長（東 令佐君） それでは、議事に入ります。 

 議第２７号、農地法第３条、農地の所有権移転許可申請についてを議題といたし

ます。 

 事務局より説明を求めます。 

○事務局長（福田高広君） 議第２７号、農地の所有権移転許可申請について。農地

法第３条第１項の規定による下記農地の所有権移転許可申請について許可するも

のとする。平成２７年５月７日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

 １番が滑石の申請人で、申請物件が滑石の田９９６㎡を労力不足と経営拡張に

よる売買でございます。 

 ２番、倉敷市と滑石の申請人で、申請物件が滑石の田１,１５８㎡を甥へ贈与す

るものでございます。 

 ３番、川島の申請人で、申請物件が川島の田３,４３８㎡を財産処分と小作地取

得による売買です。 
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 ４番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の畑１,２８６㎡を相手方の要望と

小作地取得による売買です。 

 ５番、山田と横島町の申請人で、申請物件が横島の田１,１０４㎡外１筆、計３,

２８１㎡を姪へ贈与するものです。 

 ６番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の田１,１４８㎡を次の７番と交換

するものでございます。 

 ７番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の田１,１４８㎡を前の６番と交換

するものです。 

 ８番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の畑５６９㎡外１筆、計８３９㎡を

子へ贈与するものです。 

 ９番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の畑２９０㎡を労力不足と経営拡張

による売買でございます。 

  以上９件、合計１３,５８４㎡をご提案申し上げております。農地法第３条第

２項各号の禁止規定下、申請内容を審査しました。取得後の全ての農地を利用する

こと、機械、労働力、技術、地域との関係などをみても問題ないこと、また、下限

面積要件も超えていることから、許可要件の全てを満たしているものと判断いたし

ましたので、ご提案いたしております。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。受付番号１番より順次担当委員の説明を

お願いいたします。 

 １番と２番は、続けてどうぞ。 

○６番（鶴田克士君） ６番の鶴田です。１番の案件にお答えいたします。譲渡人は、

労力不足ということで、譲受人は下限面積を満たされておりますが、譲渡人のほう

が是非とも買ってくれと言われたから買いましたということです。下限面積も満た

されておりますので、許可相当と思います。 

 ２番の案件につきましては、譲渡人は叔父さんで、前から譲受人が耕作はしてお

られましたけれども、この度、名義変えをちょっとこうしたということでございま

す。この件も下限面積を満たされておりますので、許可相当と思います。以上です。 

○議長（東 令佐君） はい、次、３番、どうぞ。 

○１１番（竹下宏介君） １１番、竹下です。３番の案件について、譲渡人は死亡され

ており、相続人はいません。譲受人は以前から小作されており、下限面積も満たさ

れており、米、麦、大豆を栽培されており、許可相当と判断いたします。 

○議長（東 令佐君） 次、４番と５番も続けてどうぞ。 

○２４番（田上 均君） ２４番、田上です。４番の件については、これは小作地取得

ということで、許可要件を満たしておりますので、何ら問題ないと思います。 
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 それから５番の案件につきましては、これは姪への贈与ということですが、これ

も従来からの小作地ということで要件を満たしておりますので、許可相当と思われ

ます。以上です。 

○議長（東 令佐君） はい、次、６番、どうぞ。 

○２６番（小島昌文君） ２６番、小島です。６番と７番の件について説明します。譲

渡人と譲受人の交換です。譲受人のハウスの横に譲渡人の田があるので、交換して

からハウスを建てるそうです。下限面積もあり、許可相当と思います。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、８番、どうぞ。 

○３４番（堀田昌子君） ３４番、堀田です。８番の案件について説明します。譲渡人

と譲受人は親子関係で、高齢の親より子に贈与するもので、下限面積も満たしてい

るので、許可相当と判断します。 

 ９番の案件について説明します。譲渡人は兼業農家で２人ともお勤めですので、

労力が不足しています。一方、この畑は譲受人の自宅の隣の畑であり、譲受人は労

力もあり経営拡張ということで、許可相当と判断します。以上です。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。 

 ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

 農地法第３条、農地の所有権移転許可申請について、原案どおり決定することに

異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） はい。異議がないものと認め、議第２７号については、許可す

ることに決定しました。 

 次に、議第２８号、農地法第３条、農地の賃貸借権設定許可申請についてを議題

といたします。 

 事務局より説明を求めます。 

○事務局長（福田高広君） 議第２８号、農地の賃貸借権設定許可申請について。農地

法第３条第１項の規定による下記農地の賃貸借権設定許可申請について許可するも

のとする。平成２７年５月７日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

 １番が立願寺と滑石の申請人で、申請物件が岱明町の田１,６１５㎡の労力不足

と耕作便利により、平成２７年５月７日から５年間契約するものです。 

 ２番、滑石の申請人で、申請物件が岱明町の田６８０㎡を労力不足と耕作便利に

より、平成２７年５月７日から５年間契約するものです。 

 ３番、横島町と寺田の申請人で、申請物件が横島町の畑１０,００２㎡を相手方
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の要望と経営拡張により、平成２７年５月７日から５年間契約するものでございま

す。 

 ４番、岱明町の申請人で、申請物件が岱明町の田６８４㎡外３筆、計３,１０６

㎡を労力不足と経営拡張により、平成２７年５月７日から５年間契約するものです。 

 ５番、岱明町の申請人で、申請物件が岱明町の田１,２２５㎡外１筆、計３,７９

６㎡を労力不足と相手方の要望により、平成２７年５月７日から１０年間契約する

ものです。 

 ６番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の田１,１４７㎡外３筆、計４,５８

７㎡を労力不足と相手方の要望により、平成２７年５月７日から５年間契約するも

のです。 

７番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の田５７２㎡を労力不足と経営拡

張により、平成２７年５月７日から５年間契約するものです。 

８番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の畑１,１６２㎡外１筆、計１,５

０８㎡を労力不足と経営拡張により、平成２７年５月７日から１０年間契約するも

のでございます。 

以上８件、合計２５,８６６㎡を提案申し上げております。農地法第３条第２項

各号の禁止規定から申請内容を審査しました。取得後の全ての農地を利用をするこ

と、機械、労働力、技術、地域との関係などをみても問題ないこと、また、下限面

積要件も超えていることから、許可要件の全てを満たしているものと判断しました

ので、ご提案いたしております。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

 受付番号１番より担当委員の説明をお願いいたします。 

 １番と２番は、続けてどうぞ。 

○６番（鶴田克士君） ６番の鶴田です。１番と２番は関連しておりますので、条件が

同じですので、そういうことでいただければと思います。 

 貸人が借人の隣ということで、借人の方に作ってくださいということで、お願い

に行きましたけれども、下限面積が満たされていなかったので、２番と１番も合わ

せますと下限面積に達しますので、そうすればいいたいということで了解してもろ

て、借人が了解していただいて作られるようになりました。５０アールということ

で、これが本当の農業じゃなくて勤めながらしておられますので、まあ一生懸命や

っておられますので、いいかなと思っておりますので。許可相当と判断いたします。

以上です。 

○議長（東 令佐君） はい、次、３番、どうぞ。 

○１４番（森川正志君） これは、自分はあんまり知らんとばってんが、この受け人の
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ほうの人は大体寺田なんですけれども、大体横島のほうにタバコを作られるんじゃ

ないかと思うとですよ、葉タバコのほうの寺田のほうばもうずっと長年作っとんな

はるけんで、何て言うかな、ちょっと変えんとあんまりよくないということで、今、

タバコの面積は増やされんそうですもんね。タバコ耕作者の面積が増やされんもん

だけん、また違う所からせんならしよんなこっで、しとんなはっとと思います。以

上です。 

○議長（東 令佐君） 次、４番、どうぞ。 

○１９番（大野金生君） はい、１９番、大野です。４番の案件について説明いたしま

す。貸人は昨年ご主人が亡くなられまして、奥さんだけです。奥さんだけではもう

農家はできないということで、労働力不足ということです。借人は年は同じですけ

れども、まだ農業にかなり精力的でありまして、経営拡張ということですね。また、

下限面積も十分満たされており、許可相当と判断しました。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、５番、どうぞ 

○２０番（福田友明君） はい、２０番、福田です。この借人のほうはちょっと下限面

積が少ないようでございますが、実を言いますと、野口牟田のほうで既に中核管理

機構を通して約１丁ほど自分の土地、そしてまた、援農組合からの賃貸借を行ない

まして、１丁ほど作っておられます。面積もここでは上と合わせて約５反ほどです

けど、実を言いますと、１丁５反経営されておる方でございます。何ら問題ないと

思いますので、許可相当と判断いたします。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、６番と７番も続けてどうぞ。 

○２６番（小島昌文君） ２６番、小島です。６番の件について説明します。譲渡人は

労力不足で、譲受人は相手方の要望です。譲受人は下限面積もあり、許可相当と思

います。 

７番の件について説明します。譲渡人は労力不足、譲受人は経営拡張をするもの

です。譲受人は下限面積もあり、許可相当と思います。以上です。 

○議長（東 令佐君） はい、次、８番、どうぞ。 

○３７番（池本信秋君） ３７番、池本です。貸人は労力不足で、借人は経営拡張で、

借人はみかんを栽培されておられ、下限面積も満たされております。許可相当と判

断いたします。  

○議長（東 令佐君） はい、担当委員の説明が終わりました。 

 ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

 農地法第３条、農地の賃貸借権設定許可申請について、原案どおり決定すること
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に異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） はい。異議がないものと認め、議第２８号については、許可す

ることに決定しました。 

 次に、議第２９号、農地法第３条、農地の使用貸借権設定許可申請についてを議

題といたします。 

 事務局より説明を求めます。 

○事務局長（福田高広君） 議第２９号、農地の使用貸借権設定許可申請について。農

地法第３条第１項の規定による下記農地の使用貸借権設定許可申請について許可す

るものとする。平成２７年５月７日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

 １番が滑石の申請人で、申請物件が滑石の畑１,０１１㎡を労力不足と経営拡張

により、平成２７年５月７日から１０年間契約するものです。 

 ２番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の田４９７㎡外５筆、計５,３２０

㎡を農業者年金受給により、平成２７年５月７日から１０年間契約するものです。 

 ３番、熊本市の申請人で、申請物件が天水町の田１,１６４㎡を農業者年金受給

により、平成２７年５月８日から２０年間契約するものです。 

以上３件、合計７,４９５㎡を提案申し上げております。農地法第３条第２項各

号の禁止規定から申請内容を審査しました。取得後の全ての農地を利用すること、

機械、労働力、技術、地域との関係などをみても問題ないこと、また、下限面積要

件も超えていることから、許可要件の全てを満たしているものと判断いたしました

ので、ご提案申し上げております。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

 受付番号１番より順次担当委員の説明をお願いいたします。 

 １番、どうぞ。 

○６番（鶴田克士君） ６番の鶴田です。１番の案件についてお答えいたします。貸人

は労力不足ということで、借人は夫婦で２人で諸菜を頑張っておられますが、下限

面積が満たされておりますので、許可相当と判断いたします。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、２番、どうぞ。 

○２６番（小島昌文君） ２６番、小島です。２番の件について説明します。譲渡人と

譲受人は夫婦です。農業年金受給のための申請です。下限面積も満たしており、許

可相当と思います。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、３番、どうぞ。 

○３６番（岩永幹生君） ３６番、岩永です。３番の案件について。農業者年金受給の

ためのもので、再設定でもあり、許可相当と判断しました。以上です。 
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○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

○１３番（本田多美子君） ２番の案件についてお尋ねします。使用借人の方、奥さん

みたいなんですけど、農業者年金受給のためという、普通、息子さんとか、結構年

齢も高いので。 

○２６番（小島昌文君） おんなはらんもんで。 

○１３番（本田多美子君） ああ、じゃあその前の段階の６番、７番も全部、奥様が経

営拡張でなさっているということで。 

○２６番（小島昌文君） 作らすとも、夫婦で作らさすけんで。 

○１３番（本田多美子君） ああ、結構７３で１０年間だけんと思ってですね。じゃあ、

いらっしゃらないんですね。 

○２６番（小島昌文君） はい。 

○１３番（本田多美子君） で、すみませんが、事務局のほうに。私は初めてこのグリ

ーンアタックという所をまず解約されて。 

○２６番（小島昌文君） ほっだけん、こっちさん戻ってきたったい。 

○１３番（本田多美子君） そのグリーンアタックって、結構今解約の案件もいっぱい

あったばってん、何ですか。説明ば事務局にしてもらっていいですか。 

○議長（東 令佐君） 事務局お願いします。 

○参事（西山美和君） 事務局より説明いたします。グリーンアタックさんは農事組合

法人なんですけれども、組合員の方が高齢になられていて、もう解散するというこ

とで、今解約の手続に入られているところなんですよね。この２番の案件につきま

しては、年金受給者の方が再設定されていますので、すでに処分対象農地から外れ

ていらっしゃるので、奥さんに貸し付けられます。一応奥さんのほうが経営主とい

うことですので。 

○１３番（本田多美子君） わかりました。ありがとうございました。 

○議長（東 令佐君） ほかにございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

 農地法第３条、農地の使用貸借権設定許可申請について、原案どおり決定するこ

とに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） はい。異議がないものと認め、議第２９号については、許可す

ることに決定しました。 

 次に、議第３０号、農地法第５条、農地転用許可後の事業計画変更承認申請につ
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いてを議題といたします。 

 事務局より説明を求めます。 

○事務局長（福田高広君） 議第３０号、農地転用許可後の事業計画変更承認申請につ

いて。農地法第５条第１項の規定により下記農地の事業計画変更承認申請について

意見決定するものとする。平成２７年５月７日提出、玉名市農業委員会会長、東令

佐。 

 １番が、申請物件が岱明町の畑３２８㎡を当初の計画では従業員駐車場とする予

定でございましたが、事務所内敷地に駐車場を拡張したため必要がなくなり、専用

住宅に変更するものでございます。地元委員さんと同行の上、現地調査を行なって

おりますので、よろしくお願いします。以上です。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

 担当委員の説明をお願いいたしますが、この件について始末書が添付されており

ますので、まず、始末書の朗読をお願いいたします。 

○係長（上村健也君） ― １番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（東 令佐君） それでは、１番の説明をどうぞ。 

○２２番（小路修三君） ２２番、小路です。今、始末書を読んでもらったとおりでご

ざいまして、ここの場所は北側に県道が通っており、東、南、西と家が建っており

ます。そこで、この３２８㎡だけ残って、本当家を建てるなら問題ない所でござい

まして、何ら別に迷惑を掛けるような所ではありませんので、まあしょうがないか

なと思います。どがんか、皆さんで検討してください。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

○２２番（小路修三君） まあ別に問題ないと思います。許可相当と思います。 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

 農地法第５条、農地転用許可後の事業計画変更証人申請について、原案どおり許

可相当と意見決定することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） はい。異議がないものと認め、議第３０号については、許可相

当と意見決定することに決定しました。 

 次に、議第３１号、農地法第５条、農地の転用許可申請についてを議題といたし

ます。 

 事務局より説明を求めます。 

○事務局長（福田高広君） 議第３１号、農地の転用許可申請について、農地法第５条

第１項の規定による下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。平
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成２７年５月７日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

 １番、申請物件が亀甲の田６１８㎡で、転用目的が宅地分譲地でございます。農

地区分は都市計画法に規定する用途区域内の農地で第３種農地と判断いたしており

ます。 

 ２番、申請物件が松木の田２５７㎡外４筆、計１,１２１㎡で、転用目的が宅地

分譲地でございます。農地区分は都市計画法に規定する用途区域内の農地で第３種

農地と判断いたしております。 

 ３番、申請物件が松木の田１８９㎡外３筆、計８９２㎡で、転用目的が貸駐車場

でございます。農地区分は都市計画法に規定する用途区域内の農地で第３種農地と

判断いたしております。 

 ４番、申請物件が山田の田４０７㎡外１筆、計４３６㎡で、転用目的が露天資材

置場です。農地区分はその他農業工業投資の対象となっていない生産性の低い農地

で第２種農地に該当し、申請地のほかに適当な代替地がないものと判断いたしてお

ります。 

 ５番、申請物件が山田の畑２２２㎡外１筆、計３１７㎡で、転用目的が動物病院

及び個人住宅です。農地区分は住宅の連担する区域に隣接する農地で第２種農地に

該当し、申請地のほかに適当な代替地がないものと判断いたしております。 

 ６番、申請物件が富尾の田３１㎡外１筆、計２,０３７㎡で、転用目的がデイサ

ービス施設でございます。農地区分はその他農業工業投資の対象となっていない生

産性の低い農地で第２種農地に該当し、申請地のほかに適当な代替地がないものと

判断いたしております。 

７番は本日取下げが提出されておりますので、削除お願いいたします。 

 ８番、申請物件が岱明町の畑４２７㎡で、転用目的が個人住宅です。農地区分は

ＪＲ、市役所支所が概ね５００ｍ以内に所在している農地で第２種農地に該当し、

申請地のほかに適当な代替地がないものと判断しております。 

 ９番、申請物件が岱明町の畑３９２㎡で、転用目的が駐車場です。農地区分はＪ

Ｒ、市役所支所が概ね５００ｍ以内に所在する農地で第２種農地に該当し、申請地

のほかに適当な代替地がないものと判断しております。    

 １０番、申請物件が岱明町の畑９０５㎡で、転用目的が建売住宅でございます。

農地区分は上下水道管が埋設された道路沿い、かつ教育、医療機関が概ね５００ｍ

以内に所在する農地で第３種農地と判断しております。 

 １１番、申請物件が天水町の畑８４５㎡の内３４３㎡で、転用目的がみかん選果

場兼農業用倉庫です。農地区分は農振法第８条第４項に規定する農地利用計画にお

いて指定された用途に供するために行なわれる農地と判断しております。 
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 １２番、申請物件が天水町の畑６６１㎡で、転用目的が個人住宅、駐車場及び資

材置場です。農地区分は概ね１０ヘクタール以上の規模の私田の農地と区域で第１

種農地と判断しております。第１種農地につきましては、原則、不許可でございま

すけど、申請地にかかる土地の周辺地域において居住するものの日常生活上、また

は業務上必要な施設で、集落に接続して設置されるもので、例外的に許可可能でご

ざいます。 

 以上１１件、合計８,１４９㎡をご提案申し上げております。申請内容を農地転

用許可基準全ての項目ごとに適合かするか否かを審査しました結果、いずれも不都

合のないものと判断いたしましたので、ご提案申し上げております。また、地元委

員さんと同行の上、現地調査を行なっておりますので、よろしくご審議をお願いい

たします。以上です。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

 受付番号１番より順次、担当委員の説明をお願いいたします。 

 １番、１番から３番まで続けてどうぞ。これに、３番に始末書が添付されており

ますので、まず、始末書の朗読をお願いいたします。 

○係長（上村健也君） ― ３番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（東 令佐君） 始末書は３番についての始末書でございます。 

 それでは、１番からどうぞ。 

○３番（清田順次君） はい、３番、清田です。１番の案件についてご説明申し上げま

す。場所はゆめタウンの北側ということで聞いております。前に転用申請があった

所に、東側に３区画の宅地分譲申請でございます。前回の申請のあった位置してい

る所に給水、排水槽、雨水槽の接続をするということだったので、何ら問題なく許

可相当と判断いたしました。 

 ２番の案件でございますが、松木の宅地基盤整備された１６メートルの大通りの

繁根木川寄りの入り口付近の南側に位置しているというふうなことでございます。

そこに４区画の宅地分譲地の申請で、現地は次の３番の申請地と接続をしていると

いうふうなことで、農地もなく何ら問題はないと、許可相当でございます。 

 ３番の案件でございますが、番号２番の接続をした場所に貸駐車場３９台分の申

請でございますが、始末書のとおり、所在地の松木の６の８から１０番までが約半

分ほどが平成２２年の７月より駐車場として無断で利用されているという状況でご

ざいましたが、現地調査の結果、許可相当と判断いたしました。よろしく審議のほ

どお願いいたします。以上です。 

○議長（東 令佐君） はい、次、４番と５番も続けてどうぞ。 

○４番（西川英文君） はい、４番、西川です。４番、５番の案件につきまして説明い
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たします。 

 まず、４番ですけれども、これは広域農道沿いに、そこにあるわけですけれども、

この２枚とも田は耕作放棄地なんですよ。それで、その前に山林がありまして、そ

の山林に接しております。その山林を２ｍほど下げて、その田を１枚の土地にする

ということです。それで、採石及び山砂、あるいはＵ事溝等を置く場所だそうです。

周囲をコンクリートブロックの大きいやつで周りを固めまして、土砂の利用法はす

ると。生活雑排水は 何も出ませんし、雨水は自然浸透するということだそうです

ので、許可相当と判断いたしました。 

 それから５番の案件ですが、これはバイパス沿いのすぐ近くですね。蛇ヶ谷から

ちょっと山田に行った所の信号機のある所ですけれども、そこに、ここに書いてあ

る動物病院及び個人住宅を建てるということですが、周囲にはもう農地は全然あり

ません。住宅地の中にある、この２筆の農地だけだったわけですが、それを転用す

るということで、市道に接しておりまして、上下水は市道に埋設してありますので、

それに接続するということで、現地調査の結果、許可相当と判断いたしました。以

上です。 

○議長（東 令佐君） はい、次、６番どうぞ。 

○４番（取本一則君） はい、２番、取本です。譲受人は、地域たすけあいの会という

介護施設の介護保険事業主となっている。土地の場所につきましては、九州看護福

祉大学がすぐそばの市道青木小岱線に隣接する農地でございます。一応、老人介護

事業を行なうということでございますけれど、高齢者に限らず、障害者、子育て中

の母親とか、放課後の学童とか、介護福祉を勉強する大学生辺りが集い交流ができ

るような施設を目指したいということでございます。土地につきましては、市道に

面した農地でございまして、何も増設する必要もございません。雨水につきまして

は、地下水等で処理するということで、建物の雑排水につきましては、合併浄化槽

で隣接する市道側溝に放出するということでございます。何ら異議なく、許可相当

と判断しております。 

○議長（東 令佐君） はい。７番は取下げでありますので飛ばしまして、８、９は両

方とも始末書が添付されておりますので、始末書の朗読をお願いします。 

○係長（上村健也君） ― ８番の案件について始末書朗読 ― 

○係長（上村健也君） ― ９番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（東 令佐君） はい。それでは、８、９の説明をお願いいたします。続けてど

うぞ。 

○２３番（德井勝美君） はい、２３番、德井です。今、事務局のほうから始末書につ

いて説明がありましたとおりです。 
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８について、転用の目的は個人住宅を建てるということです。面積は４２７㎡

です。雑排水は工業下水道に接続して処理をするということです。雨水につきまし

ては、敷地内に集積マスを設置して側溝に流すということです。現地調査の結果、

問題はないと思われ、許可相当と判断いたしました。 

 ９番について説明いたします。転用の目的は駐車場です。面積は３９２㎡です。

車にして１５台ぐらい収容が可能ということです。雑排水はありません。雨水につ

きましては、雨水場所を設けて自然浸透させるということです。これも、現地調査

の結果、問題はなく許可相当と判断いたしました。よろしくお願いします。 

○議長（東 令佐君） はい。次、１０番どうぞ。 

○２２番（小路修三君） はい、２２番、小路です。この件は、建売住宅ということで

ございます。９０５㎡の土地に平屋建ての１１３.６５と１１３.８６、２軒の建売

を立てる計画でありまして、それに駐車場として各３台分ということであります。

今度は、１つの畑を２筆に分筆して１棟建築するという予定であるということでご

ざいます。既にここは東側には家が建っておりますし、また、北と西側は畑でござ

いますので、そこの所は境界ブロックで、またコンクリートブロックなどを設置す

る予定でございます。そして、２軒ですから長方形でございまして、奥の家には東

側に４ｍの道路を設置して、そこに上下水道を通すということでございます。平坦

地で土砂の流出はなく、別に問題ないと思います。あとは、許可相当と思います。 

○議長（東 令佐君） はい。次、１１番と１２番も続けてどうぞ。 

○３４番（堀田昌子君） はい、３４番、堀田です。１１番の案件について説明します。

これは、現在ある農業倉庫及び選果場の増築です。みかんの収量が増加したため、

貯蔵庫が不足し、選果量の効率も悪いための増設です。そのほか、資材置場と車両

置場も確保します。雨水は今までどおり貯水槽に流し、オーバー分は道路側溝に流

します。農地との境には擁壁を設置して、土砂の流出を防ぎます。現地調査の結果、

許可相当と判断します。 

 １２番についてですが、申請地は集落に接続した土地です。申請人は青果卸業と

選果場をしています。現在、両親と同居していますが、手狭になったので親より土

地を譲り受け、個人住宅を新設、残りの土地は資材置場と駐車場として利用します。

給水は、親の所有の土地のボーリングより配管して引き込みます。生活雑排水は合

併浄化槽を経し、排水溝に流します。雨水は自然浸透です。農地との境は、西側は

石垣、北側はブロックをして土砂の流出を防ぎます。現地調査の結果、許可相当と

判断します。以上です。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。 

ご意見、ご質問はございませんか。 
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（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

 農地法第５条、農地の転用許可申請について、原案どおり許可相当と意見決定す

ることに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） はい。異議がないものと認め、議第３１号については、許可相

当と意見決定することに決定しました。 

 次に、議第３２号、農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。 

 事務局より説明を求めます。 

○事務局長（福田高広君） 議第３２号、農用地利用集積計画の決定について、農業経

営基盤強化促進法第１８条第１項により平成２７年農用地利用集積計画（案）によ

る利用権の設定等について次のとおり意見決定するものとする。平成２７年５月７

日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

 別紙、農用地利用集積計画（案）のとおり、玉名市長より意見を求められており

ます。１５ページから２０ページまでの計７０件の集積でございます。所有権移転

が７件の１１,４９２㎡、利用権設定が６３件の１８８,８９６㎡、合計７０件の２

００,３８８㎡の集積でございます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各

要件を満たしているものと考え、ご提案申し上げております。よろしくご審議をお

願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 事務局の説明が終わりました。 

 ご意見、ご質問はございませんか。 

○１３番（本田多美子君） 番号２番の、今度新規で借られる株式会社カワカミさんが

借られて、１反３万円ということで新規契約されておりますが、担当委員の方、す

みません、これは何を作られるんですか、田んぼで。 

○主査（田川由香君） 事務局からお答えします。路地レタスです。 

○１３番（本田多美子君） 路地レタス。わかりました。 

○議長（東 令佐君） ほかにございませんか。 

○２７番（植田勇一君） こういう案件については、調査しなはっとですか、委員の人

は。 

○１３番（本田多美子君） いえ、向こうから来る。ああ、そうか。私は集積委員にな

っとるけんですね。どがんなっとですかね、会長。こういう場合は、自分たちが調

査せにゃんとですかて聞きよんなはっけん、どがんなっとっとですかね。担当委員

が。 

○議長（東 令佐君） 事務局のほうで、ただ今の件に対して。 
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○主査（田川由香君） お答えします。一応、契約をされる際に担当委員さんをご紹介

いたしまして、契約書の写しに誰々委員さんの電話番号を書いて、もう１回、契約

があったことをご報告してくださいということで、お伝えしております。 

○１３番（本田多美子君） いつもそう聞いて。今回、法人というか、株式会社が入っ

たので、ちょっと私は質問させていただいたんですよ。個人同士なら、農家さんだ

からそんなないけど、ああこういうふうにいろいろ会社辺りが入ってきて、こうい

う新規の値段がこんなちょっと普通よりも高いから、どういうふうになっているの

かなと思って質問させていただいたんですけど。なかなか会社のほうだったら、特

に集積委員の人には連絡はしてほしいなと。状況も全然わからないからですね。と

思いました。 

○４番（取本一則君） やっぱり貸し借りだから、３条の貸し借りと同じ、こっちは基

盤強化に載せとっとだけの話で。普通だと３条だったら、電話番号とかいろいろ書

いてあるじゃないですか、備考欄に。連絡先みたいなのを。個人さんの電話とか。

これは何も書いてないから。 

○議長（東 令佐君） 今の件について、中間管理機構は入っとですかね。 

○主査（田川由香君） 入っておりません。 

○４番（取本一則君） 基盤強化でしとるけん、相手から電話がないことにはこっちか

らはわからんというとのあるけんですな。会社がどこ電話していいかわからんけん、

地元の人の名前もここには載っとるけど、どこにしていいかわからんて。近所の人

だったらわかるですよ。私の場合は、沢村さんなんか近所だけんね。すぐわかるけ

ど、やっぱりわからない人は、電話番号ぐらいじゃ、どこしていいかわからんけん、

相手から電話連絡ない限りは、だろうぐらい。電話してもらうですたい。 

○２７番（植田勇一君） メモのなかてちゃよかばってん。 

○議長（東 令佐君） ただいまの問題で、よかですか。 

○２７番（植田勇一君） はい。 

○議長（東 令佐君） 今後は、徹底するようにお願いします。 

 ほかにございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

 農用地利用集積計画の決定について、原案どおり意見決定することに異議のない

方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） はい。異議がないものと認め、議第３２号については、原案ど

おり意見決定することに決定しました。 



－   － 15 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

５．報告 

○議長（東 令佐君） 次に、報告第１２号の説明を事務局に求めます。 

○事務局長（福田高広君） ２１ページをお願いいたします。 

 報告第１２号、農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について、農地法第１８条

第６項の規定による合意解約及び農地使用貸借解約が成立した旨の通知を受理しま

したので報告いたします。平成２７年５月７日提出、玉名市農業委員会会長、東令

佐。 

 今回、合計３６件、１１９,１９９㎡の解約の通知を受理しております。以上、

ご報告を終わります。 

○議長（東 令佐君） 事務局よりの報告がありました。 

 質問などございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） 質問もないようですので、本日予定していました議案の審議と

報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

６．その他 

○議長（東 令佐君） その他に移ります。その他、何かございませんか。 

○議長（東 令佐君） それでは、慎重なる審議、誠にありがとうございました。 

 これをもちまして、農業委員会総会を閉会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉 会 午後・時・・分 
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以上のとおり、会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名捺印す

る。 

平成２７年５月７日 

 

 

 

 玉名市農業委員会会長    東  令佐 

 

 

 

 農 業 委 員       西川 英文 

 

 

 

 農 業 委 員       井上 清晴 


